
伊 丹 市 安 全 安 心 の ま ち づ く り の た め の カ メ ラ の 設 置 に 関  

す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 伊 丹 市 規 則 第 １ 号 ）  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ， 伊 丹 市 安 全 安 心 の ま ち づ く り の た め の カ メ ラ  

の 設 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 伊 丹 市 条 例 第 ５ ４ 号 。 以 下 「 条  

例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 画 像 デ ー タ の 管 理 等 ）  

第 ２ 条  カ メ ラ 内 部 の 媒 体 に 記 録 さ れ た 画 像 デ ー タ （ 条 例 第 ２ 条 第  

３ 号 に 規 定 す る 画 像 デ ー タ を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 保 存 期 間 は ，  

７ 日 以 内 と す る 。  

２  画 像 デ ー タ は ， 法 令 の 規 定 に よ り 提 供 し ， 公 開 し ， 又 は 開 示 す  

る 場 合 に 限 り ， 複 製 で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 市 は  

提 供 し ， 公 開 し ， 又 は 開 示 し た も の と 同 一 の 画 像 デ ー タ を 複 製 し ，  

保 管 す る も の と す る  

３  画 像 デ ー タ は ， 加 工 し て は な ら な い 。 た だ し ， 画 像 デ ー タ を 提  

供 し ， 公 開 し ， 又 は 開 示 す る 場 合 に お い て ， 当 該 画 像 デ ー タ に 伊  

丹 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 伊 丹 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ７ 条 に 規 定  

す る 非 公 開 情 報 又 は 伊 丹 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 伊 丹 市  

条 例 第 ３ 号 ） 第 １ ９ 条 に 規 定 す る 不 開 示 情 報 に 規 定 す る 非 公 開 情  

報 が 含 ま れ て い る 部 分 が あ る と き は ， 当 該 部 分 を 個 人 情 報 の 保 護  

に 必 要 な 範 囲 内 で 加 工 す る こ と が で き る 。  

４  第 ２ 項 の 規 定 に よ り 市 が 保 管 す る た め に 複 製 し た 画 像 デ ー タ の  

 保 存 期 間 は ， ３ ０ 日 と し ， 当 該 期 間 経 過 後 は ， 当 該 画 像 デ ー タ は ，  

復 元 で き な い 方 法 に よ り 消 去 さ れ な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 管  

理 責 任 者 が 必 要 と 認 め る 場 合 は ， 保 存 期 間 を 延 長 す る こ と が で き  

る 。  

５  第 ２ 項 の 規 定 に よ り 市 が 保 管 す る た め に 複 製 し た 画 像 デ ー タ を  

 記 録 し た 媒 体 は ， 盗 難 ， 紛 失 等 の 防 止 の た め ， 施 錠 す る こ と が で  

き る 保 管 庫 へ の 保 管 そ の 他 の 適 切 な 措 置 が 講 じ ら れ な け れ ば な ら  

な い 。  



（ 管 理 責 任 者 の 設 置 等 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， カ メ ラ 及 び 画 像 デ ー タ の 管 理 及 び 運 用 を 適 正 に 行  

う た め ， 管 理 責 任 者 ， 取 扱 責 任 者 及 び 取 扱 者 を 置 く 。  

２  管 理 責 任 者 は ， 都 市 交 通 部 交 通 政 策 室 長 を ， 取 扱 責 任 者 及 び 取  

扱 者 は ， 都 市 交 通 部 交 通 政 策 室 都 市 安 全 企 画 課 の 職 員 の 中 か ら 当  

該 室 長 が 指 名 し た 者 を も っ て 充 て る 。  

（ 取 扱 責 任 者 の 事 務 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 務 は ， 次 に 掲 げ る と お  

 り と す る 。  

⑴  カ メ ラ 及 び そ の 関 連 機 器 （ 以 下 「 カ メ ラ 等 」 と い う 。 ） が 正  

常 に 作 動 し て い る か を 適 宜 確 認 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て ，  

カ メ ラ 等 の 異 常 を 確 認 し た 場 合 は ， 直 ち に 管 理 責 任 者 に 報 告 す  

る こ と 。  

⑵  管 理 責 任 者 の 指 示 を 受 け て ， 画 像 デ ー タ を 複 製 し ， 及 び 加 工  

し ， 並 び に 当 該 画 像 デ ー タ を 記 録 し た 媒 体 を 保 管 し ， 並 び に 当  

該 画 像 デ ー タ を 消 去 す る こ と 。  

⑶  画 像 デ ー タ の 複 製 ， 加 工 ， 媒 体 の 保 管 ， 消 去 の 管 理 状 況 を 記  

録 し て お く こ と 。  

 （ 取 扱 者 の 事 務 ）  

第 ５ 条  取 扱 者 は ， 取 扱 責 任 者 の 指 示 を 受 け ， 取 扱 責 任 者 の 事 務 を  

補 助 す る 。  

（ 管 理 責 任 者 が 講 ず べ き 措 置 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 措 置 は ， 次 に 掲 げ る と お り  

と す る 。  

⑴  カ メ ラ 等 （ 災 害 へ の 早 期 対 応 を 目 的 と し て 設 置 す る も の を 除  

く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 操 作 を し ， 又 は 画 像 若 し く は 画 像  

デ ー タ の 閲 覧 を 行 う 場 所 は ， 外 部 か ら 見 通 せ ず ， 施 錠 す る こ と  

が で き る 場 所 と す る こ と 。   

⑵  カ メ ラ 等 の 操 作 を し ， 又 は 画 像 若 し く は 画 像 デ ー タ の 閲 覧 を  

 行 う に 際 し ， こ れ ら を 行 う 者 を 識 別 す る た め の 方 策 を 講 じ る こ  



と 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か ， 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事  

項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

 こ の 規 則 は ， 平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 規 則 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 後 略 ）  


